
 

 

世田谷区公契約適正化委員会 労働報酬専門部会（第１回） 

次第 

 

平成３０年７月９日（月）午前１０時 

場所：世田谷区役所第１庁舎２階入札室 

 

 

○ 開会 

 

１．労働報酬下限額について 

 

２．その他 

      

○ 閉会 



≪資料１≫ 
平成３０年７月９日 

世田谷区財務部経理課 

 

労働報酬下限額に係る経過(概要) 

 

 

平成 27年 4 月 「世田谷区公契約条例」を施行。 

 

平成 27年 5 月 諮問 

１．公契約の適正な履行を確保するための必要な施策について 

２．区内産業の振興及び地域経済の活性化を図るための入札制度改革に

ついて 

 

平成 27年 12月 「中間報告」（公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会） 

・委託：１，０９３円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ７０％ないし８５％ 

             

平成 28年 4 月 「労働報酬下限額」の告示 

                      

平成 28年 7 月 「労働報酬下限額」の適用開始 

・委託：９５０円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ８５％ 

 

平成 28年 8 月 答申 を公契約適正化委員会から提出 

        「報告書」を労働報酬専門部会から提出 

・委託：１，０２０円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ８５％ 

             

平成 28年 12月 「労働報酬下限額」の告示（第５２号の改定：９５０円→１,０２０円） 

平成 29年 2 月 「労働報酬下限額」を告示（未熟練等労働者の単価の改定） 

平成 29年 3 月 「労働報酬下限額」を告示（公共工事設計労務単価改定に伴う改定） 

 

平成 29年 4 月 「労働報酬下限額」の適用開始 

・委託：１，０２０円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ８５％ 

 

平成 29年 10 月 「報告書」を公契約適正化委員会から提出 

・委託：１，０５０円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ８５％ 

             

平成 30年 3 月 「労働報酬下限額」を告示。（公共工事設計労務単価改定に伴う改定） 

 

平成 30年 4 月 「労働報酬下限額」の適用開始 

・委託：１，０２０円 

         ・工事：公共工事設計労務単価 ８５％ 

            

 



 


